
２．参照条文 

 

○ 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関

する特別措置法（抄）（平成二十五年法律第四十一号） 

 

（主務大臣又は中小企業庁長官の請求）  

第五条 主務大臣又は中小企業庁長官は､第三条の規定に違反する行為があると認めるときは､

公正取引委員会に対し､この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。

ただし､次に掲げるときは､当該求めをするものとする。 

一 当該行為が多数の特定供給事業者に対して行われていると認められるとき。 

二 当該行為によって特定供給事業者が受ける不利益の程度が大きいと認められるとき。 

三 当該行為を行った事業者が第三条の規定に違反する行為を繰り返し行う蓋然性が高いと

認められるとき。 

四 前三号に掲げるもののほか､消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害する重大な事実がある

と認められるとき。 

 

（勧告）  

第六条 公正取引委員会は､特定事業者について第三条の規定に違反する行為があると認める

ときは､その特定事業者に対し､速やかに消費税の適正な転嫁に応じることその他必要な措置

をとるべきことを勧告するものとする。 

２ 公正取引委員会は､前項の規定による勧告をしたときは､その旨を公表するものとする。 

 


